
 

  

パリクラブ２１埼玉設立記念セミナー 

主催 パリクラブ２１埼玉 

■ 講演 13:45-15:00 

「パリ協定をめぐる世界の 
動向と日本の進むべき道」 

久保田 泉氏 
国立環境研究所社会環境システム研究センター 

環境政策研究室 主任研究員 

プロフィール 

 

場所 With Youさいたま セミナー室１・２ 

日時 
平成 29年 月 日 日 13:30-16:30 

参加無料 

要申込 

定員８０名 

温暖化対策の 

これからを考える 

ディスカッション 15:10-16:30 

「埼玉県の温暖化対策の 
これからを考える」 

 

終了後、別会場にて交流会を開催いたします。■ 

■ 情報提供 15:10-15:50 

「パリクラブ２１埼玉の説明」 

 星野 弘志氏 
特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉理事  
 
「埼玉県の温室効果ガス削減の現状」 

 嶋田 知英氏 
埼玉県環境科学国際センター温暖化対策担当 
 

■ フロアーディスカッション 15:50-16:30 

会場の皆さんと一緒に意見交換を行います。 

（〒330-0081さいたま市中央区新都心 2-2 ホテルブリランテ武蔵野 4階） 

この度、特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉と埼玉グリーン購入ネットワークでは、

パリ協定の趣旨を足元から具体化し、埼玉県内の温暖化防止活動ムーブメントを盛り上げる

ため、パリクラブ２１埼玉を設立いたしました。東京オリンピック・パラリンピックのある

2020年を目指し、県内において低炭素で持続可能な地域作りにむけて、今立ち上がりました。

今回は設立を記念し、セミナーを開催いたします。 

（受付 13:15～） 

特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉・埼玉グリーン購入ネットワーク 

埼玉県で生まれ育ち、浦和明の星女子高等学校卒業。
学習院大学法学部政治学科卒業後、国立環境研究所社会
環境システム研究領域環境経済研究室 NIES アシスタン
トフェロー、研究員を経て 2004 年学習院大学大学院法
学研究科法律学専攻過程において博士号（法学）取得。
2008年 7 月より現職。主な研究分野は国際制度設計、国
際環境条約の国内実施、温暖化への適応策、貿易と環境。
地球環境問題対処のための実効的な国際制度のあり方
について法的分析を行う。 



 

 

 

パリクラブ２１埼玉設立記念セミナー 申込用紙 

必要事項をご記入のうえ、下記宛先までメール又は FAX にてお申込みください。 

なお、個人情報は申込受付以外では使用いたしません。 

メール：info@kannet-sai.org   FAX：048-749-1218 

お 名 前  

ご 所 属  部署･役職  

連 絡 先 
〒 

 

T E L  F A X  

E - m a i l  

交 流 会 
□ 参加する         □ 参加しない 

※ 交流会費は 3,500円。会費は交流会場にて徴収いたします。 

※ 事前準備の都合上、直前でのキャンセルはキャンセル料をいただきます。 

 ＊当日は会場へ直接お越しください。定員（80 名）を超えてご参加いただけない場合のみご連絡いたします。 

会場アクセス 

With You さいたま セミナー室１・２ 

「JRさいたま新都心駅」、「JR北与野駅」 

から徒歩５～６分 

＊「さいたま新都心駅」からは歩行デッキにて直結。 

＊駐車場の用意はございません。公共交通機関をご利

用ください。 

問い合わせ 

特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉 

（埼玉県地球温暖化防止活動推進センター） 

〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和

5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎 3 階 

TEL:048-749-1217 FAX:048-749-1218 

MAIL:info@kannet-sai.org 

URL: http://www.kannet-sai.org/ 

＊環境省「平成 28 年度地域における地球温暖化防止活動促進事業」で作成しました。 

2015 年に開催された気候変動枠組条約第 21 回締結国会議（COP21）において、すべての国の合

意の元で 2020 年以降の温暖化対策の新たな国際的枠組み「パリ協定」が採択されました。パリ協定

では世界共通の目標として、産業革命前からの気温上昇を 2℃未満に抑え、できれば 1.5℃未満にな

るよう努力し、今世紀後半に排出と吸収をバランスさせることを目指しています。2016 年 11 月

に、発効要件（55 カ国以上の国及び世界の総排出量の 55％以上の割合を占める）を満たしたた

め、パリ協定が発効されました。日本は 2030 年度に向けて温室効果ガス排出量を 2013 年度比

26％削減するための約束草案を提出しています。このパリ協定を受け、埼玉県内で温暖化対策の緊

急性・重要性を強くアピールするとともに、草の根の活動を活性化させることで、温暖化対策の新た

な県民ムーブメントを巻き起こすために、「パリクラブ２１埼玉」を発足させました。 

--- パリ協定とは --- 

 


